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Ⅰ はじめに 

１９４９年に中国における法の近代化が変質しはじめた。それから約３０年の間、法の

民主化という旗印の下で、群衆的意見（公論）と前衛党の政策（公文）との循環系そのも

のは法の機能代替物になっていた 1。それがゆえに、実定的規範は、「群衆から、群衆へ」

という民意先取型の多様化した意思決定のフィードバックにおいて、しかも合意と強制と

の狭間で激しくゆらぎ、不確実なものでありつづけた。 
法が不確実なものである以上、当事者は紛争解決のリスク対策として、対面的交渉、合

意形成および特殊な持続関係のなかに結果の予見可能性や取引安全を求めなければならな

かった。しかし、契約の自己履行は行き詰まった時に、強制的な第三者履行はやはり必要

である。その際、問題解決の帰趨がすべて決断主義的な国家権力によって規定されてしま

う。いわば合意と強制のパラドクシカルな結合である。この奇妙な短絡は、１９９０年代

の半ばまでの長期間にわたり顕著な特徴的事象として存続し、なかでも経済契約紛争の処

理においてよりいっそう典型的に現れて、しかも制度化した「調停裁判」（佐々木吉男氏の

表現）ともいえるような姿を見せた。 
本稿は、全国から収集された１９８０年代初期の経済契約訴訟事例１４１６件（経済合

同與経済秩序課題組 1987）2 を基本的素材に、そのなかに記録されている契約関係と社

                                                  
1 その間に、順法精神を強調し、判決に関する当事者ないし群衆の満足度の限界を指摘する
有力な意見も現れた。たとえば、董必武（2001）に収められている論文「進一歩加強法律
工作和群衆的守法教育」（１９５４年６月２０日）、「法院判決案件不応受当事人威脅的影響」

（１９５６年７月９日）。しかし、法曹界トップのこうした主張さえも当時の中国における

政治主導型法変動の激流を食い止めることができなかった。 
2 この課題班の構成メンバーに王輝、李仁玉、劉凱湘、斉海濱、馮培が含まれる。１９８８
年に筆者は課題班からワンセットの調査資料を贈ってもらい、かつ研究利用の承諾を得た

にもかかわらず、この素材を充分に活かせずに今日に至っている。調べたところによれば、

かかる調査資料に基づく研究成果は主に二つ発表された。一つは、異なる契約類型と異な

る紛争解決方式に関する集計的分析を中心とする論文（経済合同與経済秩序課題組 

1988；王輝ほか：1988）である。もう一つは、課題班の一部のメンバーによる中国的契約
観検討の著書（李仁玉＝劉凱湘：1993）である。しかし、その大量な事例の具体的内容に
ついての実証分析およびこれを通して中国的裁判の実態を考察するような論考はいずれも

まだ存在していない。なお、この調査資料に収められた経済契約紛争事例が２０００件と

称しているが、そのうち重複記載または記載不全の案件も存在する。一部は、純粋な民事
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会関係の考察・吟味を通して、当時の中国各級人民法院における法適用の実態を明らかに

したい。 
 

Ⅱ 経済契約の特徴と「調停裁判」による第三者履行 

 現代中国における契約制度の発展過程が、主として三つの段階または類型、すなわち、

①計画契約（１９５６－８１年）、②経済契約（１９８１－９９年）、③民事契約（１９９

９年－現在）に分けられるのではないかと思う。なかでも１９８１年に制定された経済契

約法が、従来の「計画契約」に修正を加え、計画と並んで市場のニーズを契約締結の根拠

としたほか、計画と契約の整合性を保証するための契約報告義務と契約許認可制をも廃止

した。それゆえ、「経済契約」を「計画契約」から区別することが必要になる。にもかかわ

らず、経済契約法の具体的な内容を検討すればわかるように、それは依然として実際履行

の原則や懲罰的法定違約金制度などで「経済契約」の自由度を制限していた 3。とはいえ、

１９９９年の統一契約法が成立して、はじめて普遍的な契約自由の原則が中国でほぼ完全

に確立されたのである 4。むろん本稿の射程に収められた経済契約紛争は、計画契約から自

由な民事契約への移行過程において生じた二重性ある法現象にほかならない。 
 
１ 経済契約紛争の処理と司法建議 
 １９８１年経済契約法の下では、当事者に契約を計画と合致させるという原則が依然と

して強調されていた（第１１条）から、計画が変化すれば往々にして契約も連動せざるを

えず（第２７条）、逆に計画に基づいて締結された契約の変更・解除は、関係の行政部門の

許可を経なければならなかった（第２９条）。ただし、計画変化や行政介入によって引き起

こされた契約不履行の責任は、主管部門が肩代わりするようになっていた（第３３条。然

るに、１９８４年最高人民法院の司法解釈 5、そして１９９３年の経済契約改正は、違約当

事者が損害賠償の責任を果たしてから国家賠償を請求するという方式を採用した）。ところ

が、当時の裁判所は、急増する経済契約紛争 6、なかでも計画調整によって引き起こされた

経済契約紛争を処理するにあたって、可能な限り主管部門の責任追及を回避し、あるいは

                                                                                                                                                  
契約および渉外経済契約をめぐる揉め事であったり、裁判外紛争処理のカテゴリーに属し

たりするようなものである。したがって、ここでは５８４件の無効事例を除いて、残った

１４１６件の調査資料だけを分析の素材とする。 
3 経済契約法における計画と自由について、梁慧星（1982；1987）北川善太郎（1987）、
謝懐栻（1988）、崔建遠（1991）、Cheng and Rosett (1991)、Rubenstein（1997）、王晨（1999）
を参照。 
4 その経緯は、北川善太郎（1994）、王利明（1996）、梁慧星（1998）に詳しい。 
5 最高人民法院「関于貫徹執行『経済合同法』若干問題的意見（１９８４年９月１７日）」
第二章第（三）節、『中国法律年鑑』１９８７年巻５６９頁。 
6 １９８３年から８９年までの間に経済契約紛争の裁判件数が約１９倍という大幅で急増
した。その内訳について、何蘭階ほか（1993：348）表２０を参照。 
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法律宣伝などの象徴的な活動に止まり、ほとんどの場合には、「互譲」、「責任分担」という

状況的倫理に基づいて当事者間の協議・交渉を促すような行動様式を見せたのである。  
ここでとくに留意すべきことが二点ほどある。すなわち、（１）裁判所ができるだけ関係

部門の法的責任を追究しないような行動様式は、裁判権と行政権の力関係において当時、

後者のほうが優位を占めていたことを意味するものである。結局、これによって裁判所の

権威性が傷つけられてしまい、一部の当事者が、再三召喚されたとしても、出廷を拒絶し 7、

場合によって裁判所が、当事者あるいは責任ある主管部門の上級機関に協力を求めざるを

えない 8、という現象さえ起こった。（２）その一方、裁判所が法に基づいて行政部門の責

任を厳格に追及しないことで、後者の協力を得て一緒に問題の解決や当事者関係の修復を

はかる、という司法の戦略・技法も見受けられる。ちなみに、中国の裁判所は、受身的に

訴訟を審理するのではなく、事件の周辺に存在する潜在的な紛争、関連性のある問題など

をも積極的に取り組み、必要に応じて当事者や関係部門に「司法建議」を提出するように

なっていた（逆に、裁判に対する「行政建議」というべき主管部門からの干渉も見られた 9）。

一定の程度まで政策形成機能をも果たすこのような「司法建議」は、かなり制度化した形

で普及していたのである 10。したがって、当時中国の裁判は、相当の程度まで行政的色合

を帯び、マネジメントの一方式として位置付けられる。 
 
２ 二段構えの司法における事実究明と自己責任確定 
 上述の特徴と関連して、裁判所は、つねに交渉を促進しながら、合意形成を通して合法

解決を見出すという、二段構えのアプローチを採用するように見えた。そこでは、「まずは

                                                  
7 たとえば、経済合同與経済秩序課題組（1987）第３冊事例＃２１３０６、第７冊事例＃
４１０５９、第１０冊事例＃５４００１。 
8 たとえば、同上調査資料第２冊事例＃２１０１４。 
9 たとえば、同上調査資料第９冊事例＃５１１００は、一方当事者である吉林省某市某工場
の主管部門が、管轄裁判所に対して調停協議の執行中止を求める建議を提出し、裁判所は

それを受け入れて再審を行なった事実を報告している。 
10 たとえば、遼寧省撫順市の中級人民法院は、契約訴訟事件の審理において発見した制度
的問題を「司法建議」にまとめて、市の建設委員会と工商行政管理局に提出し、関係部門

はこれを受けて品質検査、業務整頓、許認可手続の改善などの措置を講じたという事実も

ある（同上調査資料第３冊事例＃２１２７２）。また、チベットのラサ市中級人民法院が、

河南省の郷鎮企業である敗訴者の事情に配慮して、その経済損失を縮減するために、勝訴

者と一緒に敗訴者側の営利活動を助けたりするような現象も見られた（同上事例＃２１２

７９）。なお、裁判所が敗訴側の上級主管部門宛の「司法建議」に、主要な違約責任を負う

べき当事者に課する行政処分を要求した例さえ存在する（同上調査資料第７冊事例＃４１

０８２）。なお、最高人民法院が全国裁判系統に勧奨した経済訴訟審理マニュアルにも、「司

法建議」条項がある。第一審経済紛争案件処理規範第８章第２１４条は、「事件審決の後、

合議制あるいは単独制の裁判官は、司法建議を提出する必要があると考える場合に、司法

建議の原稿を作成し、庭長による批准を経なければならない。庭長は、院長に報告して批

准を求める必要性を認めるときに、院長による批准を経た後で、速やかに印刷して関係の

機関に送付しなければならない」という規定を設けている。出典は、北京市高級人民法院

（1995：202）である。 
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原則、その次は協調」11、権利形成型の「立案試弁（試験訴訟）」12、「初歩的な処理意見か

ら交渉を経て調停協議・判決へ」13、「事実の究明に重点をおいて、責任の所在を確定した

後に、反復的な工作、法廷外での説服、上級機関の支援などで、全面的平衡を達成するこ

と」14、「敗訴者に対する政治的・思想的工作の繰り返し」15 などの言説によって示された
司法慣行ないし裁判方式が生成し、普及していた。したがって、中国における経済契約の

第三者履行は、あくまで自己履行の延長線上で捉えられ、割れ目ができた契約的合意およ

びその背景にある関係ネットワークの彌縫・修復に重点を置くようになっていた。その結

果、契約関係は、つねに継続性原理と柔軟性原理によってプログラミングされたようなも

のである 16。たとえ一方当事者が契約不履行に対してすべての責任を負うべきであっても、

なお調停による紛争処理が勧奨された例も存在する 17。 
こうしたなか、何よりも重要なのは、リスク社会における混沌たる状況設定の下で、裁

判が事実真相の究明、当事者責任所在の確定という認知的作業を基軸として展開されてい

たことである。法的コミュニケーションも、「事実を並べ、是非を話せ（擺事実、講道理）」

という素朴な定式によって性格づけられた。すなわち、責任追及のメカニズムで流動性を

縮減しようしながらも、規範に比べて事実のほうが訴訟審理活動の焦点となっている。そ

れゆえ、極めて大量の司法資源が職権主義的証拠取り調べに投下されていたが、その結果、

非対称的な情報分布における裁判所優位も確立されたわけである。具体的な案件に関する

詳細な事実資料を、誰よりも全面に把握しているのが裁判所である。そして、裁判所は自

信を持った時点になって、はじめて法廷を開き、公式的な審理活動を行なう。むろんかか

る情報優位は、当事者の交渉を方向づけて、裁判所の解決案の説得力を強化する面におい

ても重要な機能を果たすものである。 
また、裁判所が当事者や関係者および政府部門とのコミュニケーションを盛んに推し進

め、問題解決の意見を幅広く聴取したうえ調停協議を導いたり、判断を下したりするとい

                                                  
11 前掲調査資料第１冊事例＃１１００２による。なお、まず一般原則について合意形成を
図り、それから具体的事項をめぐる調整を行なうとか、一般原則に関しては融通性を認め

ず、具体的事項に関しては柔軟性が強いというような中国的交渉スタイルは、ルシアン・

Ｗ・パイ（1994）、とくに１１－１２頁、９２－１０１頁、１９２頁などに分析されている。 
12 前掲調査資料第８冊事例＃４４００２による。また、最高人民法院経済法庭（編）『経済
審判工作参考資料』１９８５年第１号１７－２０頁にも「試弁」案件（試験訴訟）の実例

が紹介されている。 
13 前掲調査資料第１冊事例＃１１００１による。 
14 同上事例＃１３００２より帰納。 
15 同上調査資料第６冊事例＃３６００７による。 
16 関係契約の二つの原理およびそのさまざまな展開形態について、内田貴（1993）、とくに
１３２頁以下を参照。かかる動態を再交渉義務や社会理論の角度から捉えた重要な論考と

して、山本顕治（1989）が挙げられる。なお、契約の関係性という視点から法秩序のあり
方を考える代表作として、棚瀬孝雄（1999）が挙げられる。市場構築との関連において、
船越資晶（1999）をも参照。 
17 前掲調査資料第１冊事例＃１３０２７はその一典型である。 
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う意味で、訴訟審理は、ある程度まで一つの共同決定過程として理解されてもいい。こう

したなか、交渉・調整・互譲・決定の反復を通して、契約の内容と事実的状況との折合い

または組合せから、当該事件を処理するための具体的な規範および解決案が紡ぎ出されて

くるわけであるが、結局、法秩序がつねに強制的契機と合意的契機とを短絡に結び付けた

形を取って構築されるようになっている。そこでは、法の適用は、つねに一つの均衡点を

求めてうごめいていく複雑系のようなものである 18。 
 
３ 裁判規範の構成および功利主義的思考様式 
経済契約法がまだ制定されていなかった期間中、制度上の不備も多かったという歴史的

条件を背景として、省令、通達、計画、地方政府規則 19 などは裁判規範・仲裁規範とされ
ていた。また、権力関係ネットワークおよびそのなかの相互作用も利益考量に重要な影響

を及ぼした。その一方で、当事者間の経済契約が法源として位置付けられ（Cf.Macneil 1986: 
334）、社会主義的民法理論における実際履行の原則および行政的強制力でその実効性が担
保されると同時に、約定の内容を基礎として契約条項をめぐる再交渉を行なう可能性も開

かれている。したがって、規範よりも事実のほうを裁判の拠りどころとして、具体的状況

において交渉を促進し、その合意内容から紛争解決のルールを帰納するというアプローチ

は一種の必然性を持つものとして理解できなくもない。 
然るに、多くの実例が示したところによれば、経済契約法などの規範群が出来上がって

からも、案件の審理が依然として事実究明、責任確定という認知的作業に重点を置き、裁

判所が初歩的な処理意見を提示して、それを軸とする交渉のなかに調停的合意形成をはか

るというような司法アプローチは採用されている。しかし、カオスを通じての秩序構築の

作業には新しい趨勢も起こり、すなわち、判定と強制の契機が顕在化し、適法性要求がよ

りいっそう強調されるようになったのである 20。全体では、経済合同與経済秩序課題組

（1987）の集計データによれば、１９７９年から８３年にかけて約７５％の経済契約紛争
事件が調停・和解によって解決されたのに対して、８４年から８７年までの間にその比率

は約６５％に下がったが、その一方、同様な期間中、判決による紛争解決の比率は、約１

                                                  
18 ここでは、現代中国法システムと伝統的秩序原理との間に一種の連続性が見られている。
詳細は、季衛東（1999）６３－６９頁、９１－９８頁、寺田（2003）を参照。 
19 たとえば、前掲調査資料第６冊事例＃３３０４２では、経済契約仲裁委員会が河北省人
民政府の「中華人民共和国経済合同法の執行に関する暫定規則」により、事例＃３６００

３では、人民法院が中国共産党中央委員会１９８３年第１号文書により紛争を解決したの

である。 
20 この点では、１９８４年５月に生じた情勢変更による継続的関係の破れが原因となった
売買契約不履行の紛争において、原告が裁判所に提訴して、いきなりに契約履行の強制お

よび違約金の支払いを求めた例が現れて興味深い。前掲調査資料第７冊事例＃４１１１９

を参照。また、中国民事訴訟法研究者王亜新（1995：39-40）は、経済審判の導入と民事訴
訟法の制定に伴って紛争処理における「同意中心」的要素が後退しつつあるという観察結

果を告げたことがある。 
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７％から２５％へと上昇した（経済合同與経済秩序課題組 1988：8；王輝ほか 1988：
12）。判決の強制執行を保障するために、国家権力機関である地方人民代表大会常務委員会
および行政機関の支援も動員された 21。 
なお、開廷前の調停が不調に終わった後に、裁判所が理由つき判旨を明らかにしたうえ、

これを前提として再度の調停を行なったところでは、協議はそれこそ「法の影におけるバ

ーゲン」であると言ってもよかろう。この場合、当事者間の合意による自主的解決にもた

ぶん法的強制の要素が織り込まれたことは、想像に難くない 22。実際には、かような傾向

が露骨に現れた事例もある。たとえば、１９８４年に提訴したある売買契約紛争処理過程

では、担当裁判官が当事者に向かって契約の実際履行を促すときに、「たとえ貴方たちは調

停に同意しなくても、われわれはこのように判決を出す」と公言して、「このような状況に

おいて、某公司は不本意でありながらも、やむをえず調停調書に署名をした」と記録され

ている 23。かかる合意不純の問題が以前にも存在していたが、手続保障などの正当性要件

を抜きにして、法の強制力や判決による迅速な解決を一方的に助長するような時の風潮で

著しくなったのは確かな事実である。 
 上述の趨勢について、筆者は「調停優位の法と法優位の調停」という逆説で定式化した

ことがある（季衛東 1990：759-763）。そこでは、近代化を推し進めるために強制的要素
を助長して、正統化をはかるために今度、合意的要素をまた持ち出してくるという循環も

現れたのである。調停と法の関係は、いつも一つのよりよい解決案を、均衡を取れた規範

構造の縮図として、求めながら変転していく複雑系のように見える。かかるパラドクシカ

ルな法適用のあり方を可能にする思想的基礎は、功利主義にほかならない。たとえば、多

くの裁判例が示した主要な論法は、情勢変更、多数者利害および公益優先である。事件担

当の裁判官も、法実証主義的立場を取りながら、最後にやはり功利主義的な紛争解決の協

議を受け入れた。そこで、法に定められた当事者の権利は、韓非子＝ベンサム流の苦楽計

算から独立した確固たる規範的根拠というより、むしろ自己完結性を持たず、ただ互恵的

妥協の可能な範囲を示すようなガイドラインとして理解したほうが妥当である。したがっ

て、１９８０年代後期に強化された経済契約の第三者履行における適法的強制の契機は、

単に権利保障や損害賠償という文脈において捉えられない。多くの場合は、合意と強制の

短絡的な結合が、功利主義的交渉と裁量によってさらに緊密になったのである。 
 

Ⅲ 関係的紛争解決の技法と制度設計 

 功利主義的思考様式は、個人権を社会全体の損得計算において相対化すると同時に、国

                                                  
21 たとえば、前掲調査資料第２冊事例＃２１０７６、第６冊事例＃３６０１６。 
22 裁判所における合意調達の瑕疵は、中国に限らず他の社会でも見られる普遍性のある問
題である。合意誘導、強制的契機、最終決定の権力によって合意の純粋さが損ねられる場

合の問題状況について、棚瀬孝雄教授が優れた分析を行なっている（1992：216ff．）。 
23 前掲調査資料第５冊事例＃３１１７６。 
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家法をも具体的状況の倫理と論理において個別化するという意味で捉えられよう。したが

って、経済契約紛争処理を含めて、中国の民商事司法が、権利と義務（right and duty）で
はなく、真実と責任（right and wrong）のほうに照準するのは、別に怪しむに足らない。
事件担当裁判官にとって、何よりも重要なのは、真実と本音を確かめて、それらを紛争解

決の基礎とすることである 24。こうしたアプローチは、廷内弁論と廷外調査の結合によっ

て、実情に基づく「全面的な問題解決」を目指しているという 25。経済契約紛争の処理に

あたって、それはまた「契約をも尊重すれば、実情にも配慮することの原則」、「総合的案

配」、「敗訴者に対する反復的思想工作」などのような具体的な技法としても現れたのであ

る 26。かかる紛争解決方式は、社会におけるカオスネットワークの遍在を前提としながら、

全体的脈絡の視点および多様化した手段を以って具体的な問題を解決するという意味で、

「関係的紛争解決」と称してもいい。 
 
１ 二項対立の構図を超えて 
 実はこの前に、中国法研究者ロデリック・マクニール氏が、イアン・マクニールの契約

理論およびギドン・ゴットリーブの法理論に依拠しながら、すでに中国における経済契約

を関係契約として、かかる契約紛争の処理を「関係的紛争解決（relational dispute 
resolution）」（以下ＲＤＲと略称）として捉えたのである（Macneil 1986: 325-326）27。彼

は、あくまで自己履行、持続的関係および問題解決をめぐるゲームの繰り返しに紛争解決

の規範と決定の実効性を求めている。しかし、ゲームの繰り返しから規範が生成してきて

も、それは互恵性・共益性を充分に持つものであるに限らないし、自己履行の徹底化によ

って妥当な権利配置が維持できるという保障も確実ではない。持続的関係には確かに長期

合理的な企画や双方有利な解決を可能にするような契機があるにもかかわらず、力関係へ

の還元ないし現状専制の危険をどのように防止できるかといった問題が残っているのもま

た事実である。要するに、中国的経済契約紛争について論じる際に、交渉や調停による自

主的問題解決の特徴と並んで、制度化した強制履行のあり方および潜在的強制の実態をも

視野にいれなくてはならない。さもなければ、中国司法の「超職権主義」的事象や命令志

向の側面ないし独断主義的権力行使の実例、とくに裁判の近代化と言えばひたすら判定・

強制へと走るような理論的誤解または実践的偏頗を適切に説明することが不可能になる。

したがって、合意と強制を短絡的に結び付けたところの法適用のアプローチこそが、中国

におけるＲＤＲの最大特徴であると言ってもいい。 

                                                  
24 前掲調査資料第１冊事例＃１１００１では、「在弄清事実、査明原因的基礎上、弁案人員
認真分析了双方的責任、提出了初歩処理意見」と言い、事例＃１１００７では、「特別注意

摸清其真実思想、尋找共同点作為調解的基礎」と表現している。 
25 同上事例＃１１００８による。 
26 同上調査資料第１冊事例＃１１０３７、第２冊事例＃２１０３６。 
27 これに対して、ドナルド・Ｃ・クラーク（郭丹青）教授は、「内部的解決」と「外部的解
決」という分類で中国的紛争処理方式の特徴を捉えようとしている（Clarke, 1991) 。 
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 確かに、経済契約紛争の解決において交渉・調停、なかでも反復調停の方式が重要視さ

れていた。しかも簡単な事件なら判決、複雑な事件なら調停ともいうべきユニークな傾向

さえ見られたのである 28。裁判所による調停の基本原則は、「公正性と合理性をめざして、

協力を強化し、互譲を前提としながら小集団に対する大集団の配慮を促進し、事実に基づ

いて正しい解決案を求めるよう充分に協商すること（公平合理、加強協作、各自譲歩、大

集体関照小集体、実事求是地進行充分協商的原則）」29 とか、「互いに諒解しあい、協商で
全員一致になること（相互諒解、協商一致）」30 というように定式化したが、当事者の和解
が裁判所の許可を得てはじめて成立し、事後的交渉の禁則が調停協議に盛り込んだりする

ような司法慣行もあった 31。また、問題解決の際、あまり合意形成によって変えられない

裁量の「相場」または司法慣行、たとえば、合弁における貿易側と製造側の三対七比例を

基準とするリスク分担・利益分配の方式、銀行決算方法と関連して一日万分の三を基準と

する給付遅滞違約金の計算規則、品質不良商品の返却による損害賠償の算定基準９％、契

約不履行の懲罰的損害賠償算定基準５％なども存在していた 32。  
 
２ 関係的紛争解決の効率性問題 
 紛争処理の真実性と合意性を強調する以上、証拠収集のコスト負担および交渉と説得の

繰り返しが避けられない。その結果、迅速な解決は困難になり、裁判滞積は深刻化しやす

い 33。しかし、その一方で、調停はその非公式性がゆえに、しばしば裁判滞積問題を解決

するための迅速化手段として使われたのである（何兵 2003：37ff．）。ここでは、「速い」、
「安い」、「良い」などのメリットがあると考えられたＡＤＲが、ＲＤＲや「調停裁判」と

いった方式に化けていった場合の逆説は存在するというように理解してもよかろう。むろ

ん裁判滞積の程度は社会文脈の相違によって判断の尺度が異なり、審理期間長短の長所と

短所も一律に言えない。たとえば、１９８０年代前期の中国では、経済契約訴訟の期間が

４ヶ月であればスピーディな審理であって、２年間であればもはや長期遅延の案件になっ

たと思われた 34。 
 経済審判の効率を高めるために、深釧市中級人民法院の実践を皮切りに、調停と裁判の

                                                  
28 この傾向はたぶん当時の法制不備および裁判所側が証拠調査のコスト負担や上訴・再審
の可能性を回避したがる動機づけによって助長されたものであろう。 
29 前掲調査資料第１冊事例＃１１００５より引用。 
30 同上調査資料第５冊事例＃３１１７０より引用。 
31 たとえば、同上調査資料第１冊事例＃１１０７７、事例＃１３０１７。 
32 かかる「司法部門の慣例」または「習慣作法」による紛争解決の実例として、前掲調査
資料第１冊事例＃１１０９１、第２冊事例＃２０００２、事例＃２１０１１、事例＃２１

０１２、事例＃２１０２４、事例＃２１０８６、事例＃２１１４３などが挙げられる。 
33 職権探知方式による裁判遅延について、景漢朝＝盧子娟（1997：27）を参照。反復調停
による裁判遅延、とくに３０％の司法資源浪費説について、李浩（1996）、王粛元（1998：
105）を参照。 
34 たとえば、前掲調査資料第３冊事例＃２１２９８、事例＃２２００６。 
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機構分離を促して、法院の内部で独立の「経済紛争調停センター」を設立する動きも活発

化していた。深釧中級法院の経験報告によれば、経済紛争調停センターは、９名の裁判官

と８名の書記官によって構成され、１９８８年７月に成立してから１０ヶ月のうち、４８

６件の経済紛争を受理し、そのうちの３８２件を解決した。ちなみに、１９９２年９月末

までの約４年間、合計１６７５件の経済紛争を受理し、そのうち１２８５件を解決したの

である。集計によれば、当該センターの紛争処理期間が平均１６日で、最も速い場合には

２時間で問題を解決することができた（深釧市中級人民法院 1992a：3-4）。当該調停セン
ターは、経済紛争解決について「目的額の大小を問わず立案し、手続を簡素化し、公平で

合法的に処理し、快速に終結する」という原則を掲げ、効率性の指標として１ヶ月の審理

期間を決めたのである（深釧市中級人民法院 1992b：9-10）。なお、裁判所の専門化も試
みられ、「不動産審判庭」、「破産審判庭」、「渉外経済審判庭」といった特別司法機構が一部

の地方で現れた。しかし、結局これらの機構改革の措置は失敗に終わった。 
一方、１９８８年、中国最高人民法院が経済審判方式の改革を推し進めはじめた。その

ために行なわれた調査と研究の一環として、まず各地方で異なるトピックをめぐる経験交

流会が行なわれるようになった。たとえば、北京市高級人民法院が召集した経済審判活動

の経験交流会では、迅速な事件処理を求めると同時に、司法のフォーマル化、裁判官責任

制の整備および判決の専門的水準の向上を強調する意見も目立った。また、同法院が審判

における当事者挙証責任の強化に関する実験的活動を主題とする座談会をも開いて、訴訟

事件処理の効率・品質の向上における改革および制度創造を呼びかけた。遼寧省高級人民

法院が催した経済審判方式の改革に関する座談会では、当事者による挙証と裁判所の職権

探知との結合、法廷での調停活動と不調の場合における即時判決との結合および法廷弁論

本位への移行といった主張が出された。湖北省高級人民法院の経済審判活動座談会では、

司法の「地方保護主義」傾向と闘って、私情にまじえず公正に法律を執行することの重要

性が強調された。安徽省高級人民法院の座談会では、一般訴訟事件の審判を６ヶ月以内に

終えるという能率目標値が示され、「執行難」という問題を解決するための強制措置が強調

された 35。こうした改革は、やがて民事裁判方式改革、法院改革、司法体制改革へと次第

に拡大してきたのである。 
  
３ 裁判制度の内部的抑制と均衡の論理 
 かかる審判方式改革の模索を背景として、判定や強制の角度から関係的紛争処理を考察

する場合には、真実主義的審理原則を強調するあまり、裁判機構と検察機構の境界が流動

化して、しかも法執行の実務部門（主に公安部、検察院、法院、司法部）における相互間

「抑制と均衡」のメカニズムが作動しつづけていたことは留意に値する。また、裁判所の

内部でも、決定主体が複数化しながら、事件を担当する合議制・単独制裁判官、関係業務

法庭の庭長、法院院長および審判委員会の相互牽制ないし立案と執行のモニタリングによ

                                                  
35 一連の経験交流会の詳細について、『人民法院年鑑』１９８８年巻８３７頁以下を参照。 
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って司法の適正性を保障しようとする仕組みが存続してきたのである。とくに１９８０年

代には、裁判官が自ら点検して、しかも互いに審査しあう、いわゆる「自査と互査」の慣

行は多くの人民法院で制度化して、定期的に行なわれるようになった。また、法院の院長、

庭長の検査・催促・業務指導もよりいっそう強調されたのである（任建新 1992：624）。
したがって、現代中国における裁判の制度設計は、長い期間中に、司法システムの内部に

おける「権力分立」、「抑制均衡」の二重体制および権力の階梯に沿って上級によりよい解

決案を求めていく選択肢の収斂または意思決定の集権化傾向によって特徴付けられたと言

えよう。 
 ここでは、裁判官信仰、法基準の一義性仮定、訴訟審理の客観性・中立性を前提とした

近代主義的司法の単純モデルはもちろん成り立たない。一方、人間的営みとしての事実認

識と法律解釈の主観性こそ、制度設計の出発点になっているが、裁判が法律家個人的判断・

選好に還元されたわけでもない 36。言ってみれば、中国的司法の構造は、主観性を逆手に

取って、しかも主観と主観の相互作用において公正化のメカニズムを作動させようとする

ところで顕著な特徴を見せて、一種の複雑な超近代裁判モデルを示唆している。しかし、

そのなかに法的コミュニケーションの妥当性を保障するための手続要件が充足していない。

また、法律推論の間主観的客観性および一貫性を可能にするような「解釈共同体」（Fiss, 
1982: 739ff.）も存在しない。中国の裁判システムで鍵となる要素は、司法機構内部の相互
査察と懲戒処分の行政的技法および当事者における交渉を促進するような戦略である。 
 
４ 司法システム工学的発想 
 関係的紛争解決（ＲＤＲ）は、「社会経済秩序の総合的ガバナンス（綜合治理）」とか、「裁

判波及効（弁案効果）の拡大」37 といった司法のシステム工学的発想をも見せていた。こ
の考え方は、１９９１年に開かされた第二回全国経済審判活動会議で、次のように定式化

された。すなわち、「事件審理と結びつけた形で、当事者および群衆に対して対症療法的に

法的宣伝・教育を行い、まだ訴訟になっていない大量の経済紛争の解決にスタンダードを

確立すること；事件審理において発見した問題に焦点をあわせながら、整頓、管理および

抜け穴を塞ぐ作業に関する司法建議を提出すること；工場・鉱山などの企業に助けて契約

管理制度を整備すること；経済環境を悪化させて、経済秩序を撹乱して、改革・開放を妨

げたり脅かしたりするような違法行為を厳粛に処理しなければならないこと」である 38。 
かかる目標を達成するために、多くの法院が事件審理および司法行政に関する具体的なマ

ニュアルをも制定した。たとえば、吉林省四平市中級人民法院の経済審判第一審、第二審

                                                  
36 法の解釈の複数の可能性から選択肢を取ることは主観的価値判断によって左右されると
いう観点について、来栖三郎（1954：16f．；1999：23ff．）を参照。 
37 たとえば、前掲調査資料第１冊事例＃１１００８には、「全面的に問題を解決する」とい
う目標が示されて、第３冊事例＃２１２７７には、「一つの紛争事件を処理して、見渡すか

ぎりの諸問題をも解決する（処理一案、解決一片）」という表現がある。 
38 紀要「第二次全国経済審判工作会議」『人民法院年鑑』１９９１年巻６２２頁より引用。 
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活動規則には、裁判波及効の拡大に関する単行規則も設けられた。この規則は、司法建議

の形式と内容に関して、三つの類型を提示している。すなわち、（１）「一事件一建議」方

式、（２）「一般的建議」方式および（３）重大な問題またはトピックに関する「特別な建

議」方式である（吉林省四平市中級人民法院 1995：407-413）。なお、北京市海淀区人民
法院の経済契約紛争事件法廷審理手続規則第５０条は、終結の段階での司法建議について、

「事件審理過程において、裁判の範囲内に属さない諸問題――管理制度上の欠陥、法に背

き紀律を乱す行為、社会治安および社会経済秩序を厳重に撹乱した現象――を発見した場

合、法院は事件審理終結後、書面で関係部門に司法建議を出し、関係問題の調査と処理を

行なうよう提言しなければならない。これを以って事件審理の社会的効果を拡大するので

ある」と定めている（北京市海淀区人民法院調査研究室 1998：360）。そのほかに審理活
動と結合した法制宣伝も、裁判の社会的効果および経済的・政治的効果を強化する手段と

して挙げられている（同上 429）。 
 以上に述べた実態から浮かび上がってくるＲＤＲの姿は、必ずしも自己完結的な契約関

係から実体規範およびその拘束力が生成しながら、その枠組みのなかに問題を解決する一

つの閉じられた自己塑成的な循環系ではなかろう。それは、実際に多様な規範と事実、諸々

の利益考量、外部社会および権力に開かれている。少なくとも真実主義的認知の次元にお

いて、契約関係自体もかなり相対化している。状況的思考からして、契約条項よりも既定

の責任のほうを強調する言説もあれば 39、契約尊重と並んで実情への配慮――裁判官の裁

量権――を強調する言説も現れたのである 40。とくに第三者による介入の場合、契約関係

当事者のつもりで規範構築に参加する例も存在するが、上級機関における強制の契機を司

法資源として動員しようとする例はよりいっそう多いようである 41。したがって、契約の

自己履行と紛争の自主的解決を理念または目標として掲げながら、交渉のプロセスでまた

は和解・調停が行き詰まったとき、つねに強制的第三者履行をインフォーマルに導入する

ところには、ＲＤＲのもう一つの側面が見え隠れしている。 
  

Ⅳ 判決の執行と事後的無効主張 

 強制があっても判決が強力ではない。第三者履行でも債権回収がうまく運ばないことは

多い。これこそが１９８０年代半ば以降の中国の裁判所を悩ましていた最も大きな問題の

一つである 42。その原因は、主として紛争当事者側の体制的欠陥による「三角債」・「連環

                                                  
39 前掲調査資料第１冊事例＃１１００８による。 
40 同上、事例＃１１０３７による。 
41 たとえば、前掲調査資料第２冊事例＃２１０７６ではこの傾向が顕著に表れている。な
お、経済・民事紛争解決における当事者の処分権とそれに対する外部からの制限に関する

一般的考察について、高見澤磨（1998：93ff．）を参照。 
42 最高人民法院の全国裁判活動年度報告によれば、１９８５～８７年の間に経済訴訟の判
決執行率が僅か２０％～３０％であった。当時「執行難」の全般的問題状況について、ド
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債」および紛争解決者側の体制的欠陥による「司法の地方保護主義」にある。 
 
１ 司法の威信を揺るがす「地方保護主義」 
遅くても１９８７年に、連鎖的債務不履行および地方人民法院間の管轄権争議が深刻し

はじめた 43。司法共助の委託業務遂行における不正が著しくなった事実に鑑み、１９８８

年初め、最高人民法院が外地法院の委託事項に関する通達を出し、はじめてフォーマルに

「地方保護主義」という表現で裁判官・執行吏の地元債務者かばいの縄張り根性を非難し、

綱紀粛正の重要性および法的責任追及の可能性を示唆した 44。そして、同年の夏に開かれ

た全国裁判所活動会議では、経済審判における「地方保護主義」と「執行難」の問題がク

ローズアップされた。 
しかし、「地方保護主義」と「執行難」の問題はその後深刻化の一途を辿っていた 45。た

とえば、山西省では、１９８８年以降 3 年間毎年の平均執行率が約６０％となって、しか
も低減傾向にあったのに対して、執行滞積件数の毎年平均逓増率が２０％にも達した。１

９９０年に、債権回収などの執行を妨害する暴力（暴力抗法）事件が１２０件起こり、そ

のなかに大規模の群衆的抵抗も発生した 46。また、南昌市の中級人民法院および各区・県

基層人民法院の１９９０年度平均判決執行率は４８％しかなかった（南昌市中級人民法院 

1992：12）。とくに執行共助の場合には、全国平均執行率はおよそ３０％以下ともなってい
た 47。「地方保護主義」の障害を克服するために、浙江省高級人民法院が１９９１年の春、

執行特派員チームを１２の省・直轄市に送り込んだほか、省内の執行共助活動の強化に関

する通達を出した。こうした経験をふまえながら、「浙江省各級人民法院の執行活動に関す

る細則（試行）」（１９９４年）、「執行活動の協調会議制度の設立と実施に関する通達」（１

９９５年）、「浙江省法院の執行事件をめぐる協調活動の細則」（１９９６年）、「執行活動に

おける拘束と勾留の適用に関する規則」（１９９６年）などの制度整備も進められた 48。 

                                                                                                                                                  
ナルド・Ｃ・クラーク（1998：343-367； Clarke, 1996）を参照。 
43 その標識として挙げられるのは、最高人民法院「関于審理経済糾紛案件具体適用『民事
訴訟法（試行）』的若干問題的解答」（１９８７年７月２１日発布、法＜経＞発［1987］20
号）が、連環的売買契約紛争事件の地域管轄問題および管轄権争議を解決するための基準

を定めたことである。 
44 最高人民法院「関于在審理経済糾紛案件中認真弁好外地法院委託事項的通知」（１９８８
年１月２０日発布）。ここでは、アメリカにおける司法の地方主義（regionalism）およびそ
れに伴う裁判不正の疑念と比較して興味深い。中国の問題は、中央集権的国家体制と取っ

ているにもかかわらず、事実上、最高人民法院を除いてあらゆる裁判所が地方的なもので

あり、アメリカのような、州の裁判と競合できて、司法を中央集権的に運用しうる連邦裁

判所システムを持たないというところにある。アメリカの司法地方主義に関しては、浅香

吉幹（1999：12-14）を参照。 
45 １９８９－９０年の実態について、王亜新（1995：168-170）を参照。 
46『人民法院年鑑』１９９１年巻２０８－２０９頁による。 
47『人民法院年鑑』１９９２年巻５４４頁。 
48 「浙江執行工作大事記（１９９０年６月――２００１年１０月）」（浙江省高級人民法院
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２ 企業債務の連鎖と「部門保護主義」 
「執行難」の一つの重要な原因が「三角債」・「連環債」ないし系列会社・部門の債務者

をかばうセクショナリズム（部門保護主義）にあるから、最高人民法院が、１９９１年の

夏、「経済審判活動が積極的に企業『三角債』の清算に関与することに関する通達」（法＜

経＞発［1991］第 24号）を出して、債務連鎖の鍵となる案件の集約的処理という重点傾斜
型執行およびキャンペーン式債権回収の政策的措置を講じた（成城ほか 1991）。また、総
合的な問題解決のアプローチを取るために、一部の法院が、多様な執行モニタリング・シ

ステムを整備し強化した。たとえば、北京市海淀区人民法院は、庭長による責任者指定・

執行期限指定の制度を設けており、なお問題が解決できない場合には、案件の処理を執行

活動協調指導小委員会に委ねて、院長は自ら監督・催促の責任を負うような仕組みでもっ

て対処しようとした（北京市海淀区人民法院調査研究室 1998：448-449）。吉林省四平市
中級人民法院（1995：940-941）は、関係部門の執行協力をより効果的にするために、工商
行政管理局、税務局、都市建設局などにおいて執行室を成立したほか、執行和解促進の方

針を打ち出した。浙江省温嶺市人民法院は、司法的群衆路線の延長線上で執行ネットワー

クを構築し、各村に一人の執行連絡員を設けた。ここでは、連絡員の主要な責務が、裁判

文書の伝達、執行債務者の財産・動向に関する情報の提供および執行活動の協力・参加と

なっている（浙江省高級人民法院執行局 2001：302-308）。なお、起草中の民事強制執行
法案は、執行協力機構または個人の義務履行怠慢に対する賠償責任追及および拒絶・妨害

に対する罰則の条項を設けようとしている 49。 
 
３ 「執行難」にみた関係的紛争解決の限界 
 「執行難」のより間接的で一般的な原因は、裁判に対する事後的無効主張の可能性が大

きく開かれたという中国法秩序の伝統的特徴に求めることもできよう。中国的司法が当事

者の納得ずく、満足度および地域社会の世論を重視するあまり、判決の社会評判に関する

事件担当法廷のフィードバック訪問調査、裁判監督手続、審理アーカイブの復査および既

決事件再審の便宜主義などが制度化したのみならず、当事者の任意的無効主張、自由な再

交渉・調停・和解、関係部門の行政建議によって執行が阻まれてしまうような事態さえも

                                                                                                                                                  
執行局 2001：398ff．）による。なお、浙江省の執行における拘束と勾留に関する１９９
６年規則が制定された背景には、次の事実がある。すなわち、１９９５年に身柄拘束によ

る執行促進（「抓人促執」）の措置が全国でインフォーマルに普及した結果、執行当事者か

らの激しい反発が起こり、「執行難」から「執行乱」へと揶揄された、かかる強制的債権回

収の弊害に鑑み、最高人民法院が急遽、１９９５年末に「抓人促執」というやり方を明文

で禁止する（「三つの厳禁」）通達を出したのである。 
49 民事強制執行法草案第４稿（２００３年７月４日・計１３章２３２ヶ条）第１２条。な
お、執行に協力する義務を負う機構・個人の範囲および協力義務の具体的内容は、同草案

第７条～第１１条に定められている。なお、草案第 1稿、第２稿および関連の議論につい
ては、沈徳詠（2002）を参照。 
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しばしば見られる。しかし、超当事者主義的合意の状況設定には、超職権主義的強制へと

変わっていくような契機が織り込まれたのである。１９８０年代の経済契約が事後的無効

主張の予防条項を定めた実例 50、１９９９年に政治権力の中枢から裁判所執行部門に賜っ

た「切り捨て御免の剣」51、執行活動の集権化および執行吏による裁量の権限拡大 52、など

の傾向も、それを物語っている。 
 とはいえ、「執行難」の現象は、中国的裁判における超当事者主義と超職権主義の短絡的

な結合およびその相互転化を考察し、そのパラドックスを理解する重要な手掛かりを提供

している。全員一致型の過剰な合意を法適用の目標モデルとした以上、当事者の承認、地

域社会の満足度、事後的無効主張の可能性などの要素を強調して、しかも制度設計に反映

させなければならない。然るに、その結果、決定できない、執行できないというような場

面が頻出するようになる。状況打開のために、逆に強い決断主義や過剰な職権主義が法の

近代化という名の下で求められるわけであるが、それに伴って不満ないし抵抗も高まって

しまう。ある臨界点を過ぎれば、今度、裁判の正統化・内面化・本土化・脱近代化などの

諸観点から再び当事者間や地域社会における合意と満足度の獲得に重点を置くように回帰

する。かかる循環において、交渉は促進され、具体的な権利義務関係は安定しがたいが、

法適用そのものはカオスを通して合意と強制との間に均衡点を求めてうごめいている複雑

系のような状態になる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
50 たとえば、前掲調査資料第１冊事例＃１３０１７の裁判所調停調書の今後異議申立禁止
条項、第６冊事例＃３３０５５の裁判所調停調書の異議申立永遠禁止条項、事例＃３６０

１６の裁判所以外の国家権力機関による判決執行の強制、第１０冊事例＃５４００１の執

行における「司法拘束」の制裁。 
51 これは、法院判決「執行難」問題を解決し、「地方保護主義」と「部門保護主義」の気風
を一掃することに関する中国共産党中央委員会１９９９年第１１号公文を指す。時の最高

人民法院院長蕭揚氏は、１１号公文を「尚方宝剣」と称して、それを梃子として「執行年」

キャンペーンを徹底的に展開するよう呼びかけた。結局、前年度に比べて１９９９年の執

行件数は２７．３％増、未執行件数は９．０２％減となって、一時的に大きな成果をあげ

た。「執行年」活動の概観について、『中国法律年鑑』２０００年巻１３２－１３３頁を参

照。 
52 現行執行制度の欠陥は、一般に①執行権の過度な集中化、②執行における自由裁量権の
肥大化、③監督・制限メカニズムの欠如、④執行救済制度の不備などの諸点にまとめられ

る。具体的には、童兆洪ほか（2001：196ff．）を参照。 
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